
                          
通所介護利用約款及び重要事項説明書 

制定日：2013/04/01 
改定日：2025/05/01 
 

 

 
 
 

通所介護利用約款 
及び重要事項説明書 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
社会福祉法人 日 翔 会 

デイサービスかじか荘 
 



                          
通所介護利用約款及び重要事項説明書 

制定日：2013/04/01 
改定日：2025/05/01 
 

 

                                                                        

         様 （以下、「利用者様」といいます）とデイサービスかじか荘（以下、「事業者」

といいます）は、事業者から提供される通所介護サービスをうけ、利用者様又はその家族等（以下、利

用者様等といいます）がそれに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約をします。 

 

（約款の目的） 

第１条 事業者は、利用者様に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者様が可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるように支援することを目的とし、

利用者様に対し、必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うことにより、利用者様の社会的孤

立感の解消及び精神的負担の軽減を図ることができるよう通所介護サービスを提供します。 

 

（利用期間） 

第２条 利用期間は、   年  月  日から利用者様の要介護認定の有効期間満了日までとします。 

２ 契約満了の２日前までに、利用者様等から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がな

い場合、契約は自動更新されるものとします。 

 

（通所介護計画の決定・変更） 

第３条 事業者は、利用者様に係る居宅サービス計画（ケアプラン）が作成されている場合には、それ

に沿って利用者様の通所介護計画を作成するものとします。 

２ 事業者は、利用者様に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、通所介護計画の作

成を行います。その場合に、事業者は、利用者様等に対して、居宅介護支援事業者を紹介する等

居宅サービス計画作成のために必要な支援を行うものとします。 

３ 事業者は、通所介護計画について、利用者様等に対して文書により説明し、同意を得た上で決

定するものとします。 

４ 事業者は、利用者様に係る居宅サービス計画が変更された場合、もしくは利用者様の要請に応

じて、通所介護計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、通所介護計画の変

更の必要があると認められた場合には、利用者様等と協議して、通所介護計画を変更するものと

します。 

５ 事業者は、通所介護計画を変更した場合には、利用者様等に対して書面を交付し、その内容を

確認するものとします。 

 

（事業所の名称及び所在地） 

第４条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

  （１）名 称 デイサービスかじか荘 

  （２）所在地 鳥取県日野郡日野町根雨８９９－１ 

 

（サービスの提供の記録） 

第５条 事業者は、通所介護の実施ごとに、サービスの内容等をこの約款と同時に交付するサービス提

供記録に記入し、毎月サービスの終了後に利用者様の確認を受けることとします。利用者様の確
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認を受けた後、その控えを利用者様に交付します。 

２  事業者は、サービス提供記録を作成することとし、この契約の終了後５年間保管します。 

３ 利用者様は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者様に関する第２項のサービス

実施記録を閲覧できます。 

４ 利用者様は、当該利用者様に関する第２項のサービス提供記録の複写物の交付を受けることが

できます。 

 

（料金） 

第６条 利用者様は、サービスの対価として【別紙】に定める利用単位ごとの料金をもとに計算された

月ごとの合計額を支払います。 

２ 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月１０日までに利用者様に送付し

ます。 

３ 利用者様は、当月の料金の合計額を翌月末日までに【別紙】に定める支払い方法により、利用

料金を支払います。 

４ 事業者は、利用者様から料金の支払いを受けたときは、利用者様に対し領収証を発行します。 

 

（サービスの中止） 

第７条 利用者様は、事業者に対して、サービス提供日の前日午後５時まで（当日が休業日の場合は、

休業日の前日の午後５時まで）に通知をすることにより、料金を負担することなくサービス利用

を中止することができます。 

２ 事業者は、利用者様の体調不良等の理由により通所介護の実施が困難と判断した場合、サービ

スを中止することができます。この場合の取扱いについては、【別紙】に記載したとおりです。 

 

（料金の変更） 

第８条 事業者は、利用者様に対して、１か月前までに文書で通知することにより利用料及び食費等の

単価の変更（増額又は減額）を申し入れることができます。 

２ 利用者様が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【別紙】を作成し、お互いに取り

交わします。 

３ 利用者様は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、この

契約を解約することができます 

 

（契約の終了） 

第９条 利用者様は、事業者に対して、１週間の予告期間を置いて文書で通知することにより、この契

約を解約することができます。ただし、利用者様の病変、急な入院などやむを得ない事情がある

場合は、予告期間が１週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。 

２ 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者様に対して、１か月間の予告期間を置いて理

由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。 

３ 次の事由に該当した場合は、利用者様は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約す

ることができます。 
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 ① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

    ② 事業者が守秘義務に反した場合 

    ③ 事業者が利用者様等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

    ④ 事業者が破産した場合 

４ 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約する

ことができます。 

① 利用者様のサービス利用料金の支払いが２か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したに

もかかわらず１０日以内に支払われない場合 

    ② 利用者様が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、又は利用者様の入

院若しくは病気等により、３か月以上にわたってサービスが利用できない状態であること

が明らかになった場合 

    ③ 利用者様等が事業者やサービス従業者又は他の利用者様に対して本契約を継続しがたい

ほどの背信行為を行った場合 

５ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

    ① 利用者様から事前に介護認定の更新がなされず、契約の適用期間が満了した場合 

②  利用者様が介護保険施設等に入所・入院した場合 

    ③ 利用者様の要介護認定区分が非該当（自立）と認定された場合 

    ④ 利用者様が亡くなられた場合、もしくは被保険者の資格を喪失した場合 

 

（秘密保持） 

第１０条 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者様等に関する秘

密を正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、次の各号についての情報提供については、

利用者様等からあらかじめ文書により説明し同意を得ます。 

    （１）サービス担当者会議等での情報提供 

    （２）介護保険サービス利用のための市町村、介護保険事業者等への情報提供あるいは、適切   

       な在宅療養のための医療機関等への情報の提供 

    （３）介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。なお、この

場合でも、利用者様個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。 

   ２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取り扱いとします。 

   ３ 利用者様等の個人情報の使用については、『個人情報保護方針』を基に、利用者様等に文書

により説明し同意を得ます。 

４ 事業者の従事者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との

雇用契約内容とします。 

 

（賠償責任） 

第１１条 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者様の生

命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者様に対してその損害を賠償します。 

   ２ 利用者様の責めに帰すべき事由によって、事業者が損害を被った場合、利用者様等は、連携

して、事業者に対してその損害を賠償するものとします 

 



                          
通所介護利用約款及び重要事項説明書 

制定日：2013/04/01 
改定日：2025/05/01 
 

 

 

（身元引受人（連帯保証人）） 

第１２条 利用者様は事業所に対し、身元引受人（連帯保証人）を立てていただきます。ただし身元引

受人（連帯保証人）を立てることができない相当の理由を事業所が認める場合には、この限り

ではありません。 

   ２ 身元引受人（連帯保証人）は次の各号に責任を負います。 

① 本サービスにかかる利用者負担金について契約者本人の連帯保証人となることに同意する

こと。 

② 連帯保証人は利用者様と連帯して本契約から生じる利用者様の債務を負担すること。 

③ 前項の負担は、利用料の１０か月分を限度とします。 

④ 利用者様が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように協

力すること。 

⑤ 利用者様及び身元引受人（連帯保証人）以外の親族に事業所に対する要望等がある場合は、

必ず身元引受人（連帯保証人）を介して伝えること。 

 

（身体の拘束） 

第１３条 事業者は、原則として身体拘束は行いません。但し緊急やむを得ない場合は実施する場合が

あります。その際は、事業所の検討会議で検討し実施しその理由を記録に記載することとします。 

 

（緊急時の対応） 

第１４条 事業者は、現に通所介護の提供を行っているときに利用者様の病状の急変が生じた場合その

他必要な場合は、速やかに家族又は緊急連絡先、主治医又は介護支援専門員、管理者に連絡を

取るなどの必要な措置を講じます。 

 

（連携） 

第１５条 事業者は、通所介護の提供にあたり、介護支援専門員及び保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努めます。 

２ 事業者は、この契約書の写しを介護支援専門員に速やかに送付します。 

３ 事業者は、この契約の内容が変更された場合又はこの契約が終了した場合は、その内容を記

した 書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。 

    なお、第９条第２項又は第４項に基づいて解約通知をする場合は、事前に介護支援専門員に連

絡します。 

 

（身分証連行義務） 

第１６条 サービス従事者は、常に身分証を携帯し、初回訪問時及び利用者様等から提示を求められた

時は、いつでも身分証を提示します。 

 

（苦情対応） 

第１７条 事業者は、利用者様からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した通所介護に
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関する利用者様の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。 

 

（本契約に定めのない事項） 

第１８条 利用者様と事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。 

２ この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、

利用者様等と事業者が誠意をもって協議のうえ定めます。 

 

（裁判管轄） 

第１９条 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者様及び事業者は、利用者様の住所地

を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。 

 

 

附則 

平成１９年１０月 １日 施行 

 平成２０年 ４月 １日 改訂 

 平成２７年 ４月 １日 改訂 

 令和 元年 ５月 １日 改訂 

 令和 元年１０月 １日 改訂  

 令和 ２年 ２月 １日 改訂 

 令和 ２年 ４月 １日 改訂 

 令和 ２年 ７月 １日 改訂 

 令和 ３年 ４月 １日 改訂  

 令和 ４年 ４月 １日 改訂 

 令和 ４年 ９月 １日 改訂 

 令和 ４年１０月 １日 改訂 

 令和 ５年 ２月 １日 改訂 

 令和 ５年 ５月 １日 改訂 

 令和 ５年 ７月 １日 改訂 

 令和 ６年 ４月 １日 改訂 

 令和 ６年 ９月 １日 改訂 

令和 ７年 ５月 １日 改訂 
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【別紙】                                                

１．  当事業所の営業時間  

月・火・水・金・土 ８時３０分～１７時３０分 

       緊急連絡先  ０８５９－７２－１２９４ 

 

２．当事業所の職員体制                          

          資 格 常 勤 非常勤 備 考 

管理者     栄養士 １名      兼務 

生活相談員 介護福祉士 １名  兼務 

機能訓練指導員 准看護師 １名 １名 兼務 

看護・介護職員等 

准看護師 １名 １名  

介護福祉士    ２名  兼務 

介護職員 １名 ２名 認知症実務者研修・訪問介護員２級 

 

３． 当事業所の設備の概要（介護予防通所介護含む） 

曜日別定員 

 

月・火・水・金・土  ２０名 

 

静養室          １室 

相談室 １室 

食堂兼機能訓練室 １室 １１０．４３㎡ 送迎車 ４台 

浴    室 多人数浴槽が１箇所・中間浴（椅子浴）１箇所 

 

４. 利用料金 通常規模 

         介護保険適用時の１日あたりの自己負担額（１割） 

 ３～４時間未満 ４～５時間未満 ５～６時間未満 ６～７時間未満 ７～８時間未満 

要介護 １ ３７０円 ３８８円 ５７０円 ５８４円 ６５８円 

要介護 ２ ４２３円 ４４４円 ６７３円 ６８９円 ７７７円 

要介護 ３ ４７９円 ５０２円 ７７７円 ７９６円 ９００円 

要介護 ４ ５３３円 ５６０円 ８８０円 ９０１円 １，０２３円 

要介護 ５ ５８８円 ６１７円 ９８４円 １，００８円 １，１４８円 

介護保険適用時の１日あたりの自己負担額（２割） 

要介護 １ ７４０円 ７７６円 １，１４０円 １，１６８円 １，３１６円 

要介護 ２ ８４６円 ８８８円 １，３４６円 １，３７８円 １，５５４円 

要介護 ３ ９５８円 １，００４円 １，５５４円 １，５９２円 １，８００円 

要介護 ４ １，０６６円 １，１２０円 １，７６０円 １，８０２円 ２，０４６円 

要介護 ５ １，１７６円 １，２３４円 １，９６８円 ２，０１６円 ２，２９６円 
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    介護保険適用時の１日あたりの自己負担額 （３割） 

 ３～４時間未満 ４～５時間未満 ５～６時間未満 ６～７時間未満 ７～８時間未満 

要介護 １ １，１１０円 １，１６４円 １，７１０円 １，７５２円 １，９７４円 

要介護 ２ １，２６９円 １，３３２円 ２，０１９円 ２，０６７円 ２，３３１円 

要介護 ３ １，４３７円 １，５０６円 ２，３３１円 ２，３８８円 ２，７００円 

要介護 ４ １，５９９円 １，６８０円 ２，６４０円 ２，７０３円 ３，０６９円 

要介護 ５ １，７６４円 １，８５１円 ２，９５２円 ３，０２４円 ３，４４４円 

 

【各種加算料金】 

 

【その他の費用】 

項     目 金     額 

食事費(おやつ代含む) (１回につき) ７００円 

※ その他に、おむつ代、レクリエーション等に係る費用等は自己負担となります 

※ 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合があ

ります。その場合は、一旦１日あたりの利用料金をいただき、サービス提供証明書を発行いたします。 

※ サービス提供証明書を後日市町村の介護保険担当窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受ける 

ことができます。 

※ 利用料について口座振替ができなかった場合、振替手数利用はご負担をいただきます。 

  手数料   ・郵便局  １０円 

  ・銀行   ５５円 

  ・ＪＡ   ２２円 

 

５． キャンセル規定 

  利用者様のご都合でサービスを中止する場合、前営業日の午後５時までに連絡をお願い致します。 

 キャンセルの場合は、キャンセル料として７００円（食事費）をいただきます。 

※  ご利用日が月曜日又は休前日の場合は御注意ください。 

 

 

項    目 １割負担 ２割負担 ３割負担 算定要件等 

入浴介助加算   ４０円 ８０円 １２０円 １日につき 

認知症加算 ６０円 １２０円 １８０円 
日常生活自立度Ⅲ以上の

人が対象。１日につき 

若年性認知症利用者受入加算   ６０円 １２０円 １８０円 １日につき 

送迎を行わない場合(減算) －４７円 －９４円 －１４１円 片道につき 

サービス提供体制強化加算Ⅲ ６円 １２円 １８円 １日につき 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） (基本料金＋各種加算減算料金)×９．０％の金額  

科学的介護推進体制加算 ４０単位/月（１月４００円） 



                          
通所介護利用約款及び重要事項説明書 

制定日：2013/04/01 
改定日：2025/05/01 
 

 

６． 健康上の理由による中止 

  ①  風邪、病気の際は、サービスの提供をお断りすることがあります。 

  ②  当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービス内容の変更又は中止を行うことがあります。

その場合、御家族に連絡の上、適切に対応します。 

  ③  ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合、ご家族に連

絡の上、適切に対応します。また、必要に応じて速やかに主治の医師又は歯科医師に連絡を取る

等、必要な措置を講じます。 

       サービスを中止した場合、同月内であれば、ご希望日に振り返ることができます。ただし、定

員数分の予約が入っている日には振り替えできませんのでご了承ください。 

 

７． 相談、要望、苦情等の窓口 

  通所介護に関する相談、要望、苦情等は、管理者又は生活相談員等までお申し出ください。 

      

   

 ☆ 相談窓口☆ 

 ① 当事業所の相談、要望、苦情等の受付窓口 

   管理者      山田 佳美 

   生活相談員    岡田 瞬（介護福祉士） 

            梶原 百合子（介護福祉士） 

   電 話 番 号  ０８５９－７２－１２９４  

   Ｆ  Ａ  Ｘ    ０８５９－７２－０５００ 

   受 付 時 間  ８：３０～１７：３０ 

 ② 社会福祉法人 日翔会の相談、要望、苦情の受付窓口 

  社会福祉法人 日翔会  総合相談室  

   電 話 番 号  ０８５９－７７－０７７７  

      Ｆ  Ａ  Ｘ    ０８５９－７２－１８１８ 

   受 付 時 間  ８：３０～１７：３０    

 ※①②については、緊急の場合は受付時間外でも対応いたします。 
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附則 

平成１９年１０月 １日 施行 

平成２０年 ４月 １日 改訂 

平成２１年 ４月 １日 改訂 

平成２２年 ４月 １日 改訂 

平成２２年 ５月１８日 改訂 

平成２３年 ２月 １日 改訂 

平成２４年 ４月 １日 改訂 

平成２４年１０月 １日 改訂 

平成２５年 ３月２１日 改訂 

平成２６年 ４月 １日 改訂 

平成２６年 ８月 １日 改訂 

平成２７年 ４月 １日 改訂 

平成２７年 ８月 １日 改訂 

平成２８年 ４月 １日 改訂 

平成２９年 ４月 １日 改訂 

平成３０年 ４月 １日 改訂 

平成３０年 ８月 １日 改訂 

令和 元年 ５月 １日 改訂 

令和 元年１０月 １日 改訂 

令和 ２年 ２月 １日 改訂 

令和 ２年 ４月 １日 改訂 

令和 ２年 ７月 １日 改訂 

令和 ３年 ４月 １日 改訂 

令和 ４年 ４月 １日 改訂 

令和 ４年 ９月 １日 改訂 

 令和 ４年１０月 １日 改訂 

令和 ５年 ２月 １日 改訂  

 令和 ５年 ５月 １日 改訂 

令和 ６年 ４月 １日 改訂 

 令和 ６年 ９月 １日 改訂 
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通所介護重要事項説明書 

＜ 令和７年５月１日現在 ＞ 

 

１．当事業所等が提供するサービスについての相談窓口 

  ① デイサービスかじか荘の相談窓口は、【別紙】に定める通りとします。 

  ② 社会福祉法人 日翔会の相談窓口は、【別紙】に定める通りとします。 

  ③ その他 

   当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口、鳥取県国民健康保険連合会等でも受け付けています。 

   苦情受付機関 連絡先（電話番号） 

日野町地域包括支援センター ０８５９－７２－１８５２ 

鳥取県国民保険団体連合  

介護サービス苦情相談窓口 
０８５７－２０－２１００ 

  

２．当事業所の概要 

（１）事業所の名称等 

法 人 名 社会福祉法人 日翔会 

施 設 デイサービスかじか荘 

開 設 年 月 日 平成１９年１０月 １日開設        

代 表 者 氏 名 理事長  湖山 泰成 

所 在 地 鳥取県日野郡日野町根雨８９９－１ 

電 話 番 号 ０８５９－７２－１２９４  

介護保険事業者番号 ３１７１６００３５０ 号 

                   

（２）提供できるサービスの種類及びサービス提供地域 

提供できるサービス種類 通所介護         

サービスを提供する地域  日野町・江府町・日南町・伯耆町・新見市 

   上記地域以外の方でも御希望の方はご相談ください。 

 

３．サービス内容 

（１）身体の介護に関すること 

日常生活動作能力に応じて必要な介助を行う。 

   ア 排泄介助 

    イ 移動の介助 

    ウ 通院の介助等その他必要な身体の介護 

（２）入浴に関すること 

   家庭において入浴することが困難な利用者様に対して、必要な入浴サービスを提供する。 

   ア 衣類着脱の介助 

   イ 身体の清拭、洗髪、洗身 
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   ウ その他必要な入浴の介助 

（３）食事に関すること 

   給食を希望する利用者様に対して、必要な食事サービスを提供する。 

   ア 準備、後始末の介助 

   イ 食事摂取の介助 

   ウ その他必要な食事介助 

（４）送迎に関すること 

障害の程度、地理的条件等により送迎を必要とする利用者様については必要な支援、サービ

スを提供する。 

ア 移動・移乗動作の介助 

イ 送迎 

（５）相談、助言 

利用者様及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及びその助言を行う。 

    ア 日常生活動作に関する訓練の相談、助言 

    イ 日常生活自助具の利用方法の相談、助言 

    ウ 住宅改良に関する相談、助言 

    エ その他必要な相談、助言 

 

４．利用料金 

（１）利用料金は、【別紙】のとおりとする。 

（２）キャンセル料は、【別紙】のとおりとする。 

（３）支払方法 

     毎月、１０日までに前月分の請求をいたしますので、月末までにお支払いください。お支払いい

ただきますと、領収証を発行します。 

   お支払い方法は、口座自動引き落とし、振込（銀行、郵便局、ＪＡ）の中からご契約の際に選べ

ます。 

 

５．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

      まずは、お電話等でお申し込みください。当事業者職員がお伺いいたします。 

      通所介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 

      居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

（２）サービス利用契約の終了 

① 利用者様のご都合でサービス利用契約を終了する場合 

       サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出ください。 

② 当事業者の都合でサービスを終了する場合 

    人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。 

その場合は、終了１か月前までに文書で通知いたします。 

③  自動終了 
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    以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。 

     ・  利用者様が介護保険施設等に入所された場合 

・ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者様の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定 

された場合（この場合、契約条件を変更して再度契約することができます。） 

    ・ 利用者様がお亡くなりになった場合 

    ④  その他 

・ 当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者様等

に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、又は当事業所が破産した場合、利用者様は

文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。 

     ・  利用者様が、サービス利用料金の支払いを２か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したに

もかかわらず、１０日以内に支払わない場合、利用者様が正当な理由なくサービスの中止を

しばしば繰り返した場合、利用者様が入院又は病気等により３か月以上にわたりサービスが

利用できない状態であることが明らかになった場合、又は利用者様等が当施設や当施設の従

業者に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することに

より、即座に契約を終了させていただくことがございます。 

 

６．当事業所サービスの特徴等 

（１）運営の方針 

   通所介護の提供にあたっては利用者様の人格を尊重し、常に利用者様の立場に立ったサービスの

提供に努めるとともに、利用者様及びその家族のニーズを適確に捉え、個別に通所介護計画を作成

することにより、利用者様が必要とされる適切なサービスを提供します。 

在宅でのお一人ひとりの利用者様が快適な生活を送れるように支援、援助をいたします。 

 利用者様の人格を尊重し、常に利用者様の立場に立ったサービスを提供します。 

 利用者様及びそのご家族様等のニーズを的確に捉え、必要とされる適切なサービスを提供します。 

   利用者様が一人一人の生活リズム、意欲を尊重します。 

   利用者様の社会的孤立の解消を目指します。 

   利用者様と感動、喜びを共有します。 

 

（２）サービス利用のために 

      事 項        有無         備 考 

時間延長の可否 ○  

従業員への研修の実施    ○ 年１回 以上実施しています 

サービスマニュアルの作成  ○  

その他   

 

７．緊急時の対応方法 

  サービスの提供中に様態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親

族、居宅介護支援事業者等へ速やかに連絡いたします。 
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８．非常災害対策 

    ・防災時の対応     ・・・・江府消防署に連絡 

    ・防災設備          ・・・・消火器 

    ・防災訓練          ・・・・年２回 

    ・防火責任者        ・・・・小早川統理 

 

９. 提供するサービスの第三者評価の実施状況 

実施の有無 無 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  

 

１０．虐待防止のための措置に関する事項 

１ 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとす

る。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底を図る。 

（２）虐待の防止のための指針を整備する。 

（３）従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養

護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通

報するものとする。 

 

１１．業務継続計画の策定等 

感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要

な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じます。 

① 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

します。 

② 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１２.身体拘束等の禁止に関する事項 

１ 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命または身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束

等」という。）を行わない。 

２ 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。 

３ 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に揚げる措置を講ずる。 

①身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことが
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できるものとする）を定期的に開催することともに、その結果について、従業者に周知徹底を

図る。 

②身体拘束等の適正化のための指針を整備する。 

③授業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

 

 

附則 

平成１９年１０月 １日 施行 

平成２０年 ４月 １日 改訂 

平成２１年１０月２２日 改訂 

 平成２４年 ２月 １日 改訂 

令和 元年 ５月 １日 改訂 

 令和 元年１０月 １日 改訂 

令和 ２年 ２月 １日 改訂 

 令和 ２年 ４月 １日 改訂 

令和 ２年 ７月 １日 改訂 

 令和 ３年 ４月 １日 改訂 

令和 ４年 ４月 １日 改訂                                        

 令和 ４年 ９月 １日 改訂 

令和 ４年１０月 １日 改訂 

令和 ５年 ２月 １日 改訂 

令和 ５年 ５月 １日 改訂 

令和 ６年 ４月 １日 改訂 

 令和 ６年 ９月 １日 改訂 

令和 ７年 ５月 １日 改訂 
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通所介護サービスの提供開始にあたり、利用者様及びそのご家族様等に対して利用約款・重要説明事項

及び別紙・個人情報保護方針・サービス利用における説明書の書面に基づいて重要な事項の説明を行い

ました。 

 <事業者>     住   所  鳥取県日野郡日野町根雨８９９－１ 

       法 人 名  社会福祉法人 日翔会                           

                   事 業 所 名  デイサービスかじか荘 

    事業所番号  ３１７１６００３５０ 号 

                  代表者氏名   理事長  湖山 泰成      

                  説明者氏名                  ○印  

 利用約款・重要事項説明書及び別紙・個人情報保護方針・サービス利用におけるリスク説明書により、

通所介護についての重要な説明を受けました。その上で、貴事業所が提供する通所介護サービスを利用

します。また、通所介護サービス提供における個人情報の使用について同意しました。 

                                  年    月    日 

 

   《利用者様》   住    所                           

 

            氏    名                         ○印  

 

《身元引受人及び連帯保証人》 

 住    所                            

 

            氏    名                         ○印  

 

            利用者様との続柄          連絡先            

 

 

【本約款第６条の請求書・明細書の送付先】 

氏  名 （利用者様との続柄） 

住  所  

電話番号 自宅 

【本約款１３条の緊急時連絡先】 

氏  名 （利用者様との続柄） 

住  所  

電話番号 自宅                勤務先 

 

 

 

 


